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みずほ、石炭採掘・化石燃料コーポレートファイナンスなどで進展するも

パリ協定の目標達成の水準にはなお及ばず

2021年5月14日

昨日、みずほフィナンシャルグループ（以下、みずほ）が「サステナビリティアクションの強化について」1を発表

し、パリ協定の目標と整合するポートフォリオへの転換、化石燃料企業の移行リスクへの対応強化、新規炭鉱

採掘への投融資禁止などの方針を明らかにしました。みずほのポリシー改定は、いくつかの点で他のメガバ

ンクよりも前進しており、脱炭素化に向けた方針強化を歓迎します。一方で、現時点でそこに届かない点もあ

ります。今改定をもってしてもパリ協定と整合的であると判断することは難しく、気候危機の緊急性を踏まえ

て、より具体的な目標や指標、ロードマップの早急な策定が求められます。

石炭採掘（一般炭）セクター方針の改定

今般、「新規の炭鉱採掘（一般炭）を資金使途とする投融資等は行わない」としたことは他の邦銀に先駆けた

方針強化として歓迎します。一方で、「既存の炭鉱採掘（一般炭）を資金使途とする案件については、パリ協定

と整合的な方針を表明している国のエネルギー安定供給に資する案件に限り、慎重に検討の上、対応する可

能性あり」と例外を残したことは不十分です。

石炭火力セクター方針は抜け穴残す

石炭火力発電所の投融資等停止の例外として「当該国のエネルギー安定供給に必要不可欠、且つ、リプレー

スメント案件は慎重に検討」「革新的、クリーンで効率的な次世代技術の発展」等の規定を残したことは問題で

す。現在実用化されていないCCUSやアンモニア・水素混焼等は、2030年までの排出削減にほとんど寄与せ
ず、石炭火力を延命させるものになりかねず、パリ協定1.5度目標に必要な中期目標と整合しません。OECD
諸国では2030年までに、世界全体では2040年までに石炭火力発電所を全廃するための具体的なロードマッ
プを描くべきです。

化石燃料企業の移行リスクをセクター方針に追加

「石炭火力発電、石油火力発電、ガス火力発電、石炭鉱業および石油・ガスを主たる事業とする企業は、脱炭

素社会に向けた移行が適切になされない場合、移行リスクに晒される可能性があり」「〈みずほ〉は、気候変動

に伴う移行リスクへの対応が進展するよう、取引先とエンゲージメントを行い、一定期間を経過しても、移行リ

スクへの対応に進捗がない取引先への投融資等は、慎重に取引判断を行います」と発表したことについて

は、今回初めて化石燃料に依存する企業に対するコーポレートファイナンスに踏み込んで対応しようとする姿

勢がみられます。ただし、その具体性には欠けています。エンゲージメントの実効性を担保するためにも、パリ

協定と整合的な目標・指標を含む具体的なロードマップを示す必要があります。

1 https://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20210513release_jp.pdf

https://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20210513release_jp.pdf


パリ協定の目標と整合するポートフォリオ

「環境方針」の改定として、「パリ協定における世界全体の平均気温上昇を抑制する目標達成に向けた資金

の流れをつくり､ 同目標に整合したファイナンスポートフォリオへと段階的に転換を図っていきます」と明確化し
たことは歓迎されます。一方で、1.5度目標に整合するには2、石炭火力向け与信残高削減目標をコーポレート

ファイナンスへ適用拡大、より早期の実現、石油・ガスおよび森林関連セクターへ拡大することが求められま

す。今回、北極圏での石油・ガス採掘事業、オイルサンド、シェー ルオイル・ガス事業を明記しましたが、環
境・社会リスク評価の実施に留まり、パリ協定の整合性に必要な具体的禁止事項が示されるべきです。

また、SMBCグループが投融資ポートフォリオのGHG排出量把握（Scope3）にコミットしたことは重要であり、
みずほも続くべきです。

大規模農園（大豆等）セクター、パームオイルセクター

パーム油および木材・紙パルプセクターの顧客企業に限定されていた「森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾

取ゼロ」（NDPE）等の環境・人権方針の策定や、「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意」（FPIC
）3の尊重が、大規模農園（大豆等）セクターにも拡大された点は歓迎します。一方パーム油セクターでは、顧

客農園企業に全農園での「持続可能なパーム油のための円卓会議」（RSPO）認証取得を求めるものの、取
得予定のない企業との取引も「同水準の対応」であれば可能とし、抜け穴になる可能性があります。方針は顧

客の独立系サプライヤーやパーム油購入企業には適用されないため、人権侵害や環境破壊への加担を避け

ることは困難です。そしてNDPE方針の策定やFPICの尊重を求めるだけでなく、遵守状況の確認も求められ
ます。さらに農園開発時の火入れの禁止を明記しなかったことは気候対策面から大きな失敗です。

＜各団体からのコメント＞

国際環境NGO 350.org Japanキャンペーナーの渡辺瑛莉は「今般のみずほの方針は、石炭採掘の新規投
融資停止など、邦銀の中では最も先進的だと言えますが、世界の主要銀行と比べると低い水準に留まってい

ます。パリ協定と整合的なポートフォリオへ転換、化石燃料企業と移行リスクエンゲージメント強化などは具体

的な中期目標や指標の設定・公表、化石燃料セクターからのフェーズアウト方針などがなければ、実効性ある

ポリシーとは見なされません。今後のさらなる方針強化に期待します」と述べました。

気候ネットワークの国際ディレクターの平田仁子は、「昨年、私たちの株主提案は否決されましたが、提案して

いたパリ協定との整合性を図ることに向けて方針を強化し、コーポレートファイナンスにも踏み込んで対応しよ

うとする姿勢は重要な進展だと考えます。しかしその具体的目標設定に至らなかったこと、石炭火力の延命の

可能性を残していることなど、対応はまだ不十分であり、更なる強化が必要です」と指摘しました。

レインフォレスト・アクション・ネットワーク「責任ある金融」シニアキャンペーナーのハナ・ハイネケンは、「投融

資先企業との対話を通じてパリ協定と整合する事業を促す意図は評価できますが、気候危機を回避するため

には化石燃料の拡大、森林破壊、泥炭地の破壊などを直ちにやめなければいけません。化石燃料及び森林

破壊を起こす産品産業への資金提供者として世界トップ104に入るみずほは、現在のポートフォリオを大胆に

変えることが必須です」と指摘しました。

＜本件に関するお問い合わせ＞

国際環境NGO 350.org Japan　担当：渡辺 japan@350.org
気候ネットワーク　担当：平田 khirata@kikoent.org
レインフォレスト・アクションネットワーク（RAN）　担当：関本 yuki.sekimoto@ran.org

4 http://japan.ran.org/?p=1792

3 Free, Prior and Informed Consentの略。先住民族と地域コミュニティが所有・利用してきた慣習地に影響を与える開発に
対して、事前に十分な情報を得た上で、自由意志によって同意する、または拒否する権利のことをいう。

2詳細は「パリ協定と整合性のある金融機関原則」を参照。http://japan.ran.org/?p=1760
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